
 

第 ５０ 期 中 間 決 算 公 告 
平成２０年１２月２６日 

長野県松本市渚２丁目９番３８号 

株式会社 長野銀行
取締役頭取 田中 誠二 

 

中間貸借対照表（平成２０年９月３０日現在） 
（単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

現 金 預 け 金 １３,７４４ 預 金 ８３９,９３７ 

コ ー ル ロ ー ン ３３,４９２ 外 国 為 替 ０ 

商 品 有 価 証 券 １１ そ の 他 負 債 ３,８３９ 

有 価 証 券 ２１１,５１７ 未 払 法 人 税 等 ３ 

貸 出 金 ６１３,５６４ リ ー ス 債 務 ９ 

外 国 為 替 ３１３ そ の 他 の 負 債 ３,８２６ 

そ の 他 資 産 ２,８０９ 賞 与 引 当 金 ４６２ 

有 形 固 定 資 産 １０,３９３ 退 職 給 付 引 当 金 １,５３３ 

無 形 固 定 資 産 １,３０６ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 １８０ 

繰 延 税 金 資 産 ７,４７６ 睡眠預金払戻損失引当金 ４３ 

支 払 承 諾 見 返 ３,３３８ 偶 発 損 失 引 当 金 ８５ 

貸 倒 引 当 金 △ １４,１０９ 支 払 承 諾 ３,３３８ 

 負 債 の 部 合 計 ８４９,４２０ 

 （純資産の部）  

 資 本 金 １３,０００ 

 資 本 剰 余 金 ９,６６３ 

 資 本 準 備 金 ９,６６３ 

 利 益 剰 余 金 １５,３０７ 

 利 益 準 備 金 ２,６２５ 

 そ の 他 利 益 剰 余 金 １２,６８１ 

 別 途 積 立 金 １０,９９７ 

 繰 越 利 益 剰 余 金 １,６８４ 

 自 己 株 式 △ ７８６ 

 株 主 資 本 合 計 ３７,１８５ 

 その他有価証券評価差額金 △ ２,７６１ 

 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 １５ 

 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △ ２,７４５ 

  純 資 産 の 部 合 計 ３４,４３９ 

資 産 の 部 合 計 ８８３,８５９ 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 ８８３,８５９ 



 

 
平成２０年 ４月 １日から

中間損益計算書(
平成２０年 ９月３０日まで

) 
 

（単位：百万円） 
科     目 金        額 

経 常 収 益 １０,６７３

資 金 運 用 収 益 ９,１２４

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） （ ７,６２６ ） 

（うち有価証券利息配当金） （ １,３１７ ） 

役 務 取 引 等 収 益 ９４８

そ の 他 業 務 収 益 ２０３

そ の 他 経 常 収 益 ３９７

経 常 費 用 １０,０８６

資 金 調 達 費 用 １,７９６

（ う ち 預 金 利 息 ） （ １,６１３ ） 

役 務 取 引 等 費 用 ６９１

そ の 他 業 務 費 用 ２８

営 業 経 費 ５,８５６

そ の 他 経 常 費 用 １,７１２

経 常 利 益 ５８６

特 別 利 益 ２２

特 別 損 失 ２４

税 引 前 中 間 純 利 益 ５８３

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ９

法 人 税 等 調 整 額 ２０３

中 間 純 利 益 ３７１

 
 
 



記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等

株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては中間決算日の市場価

格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又

は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処

理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）につい

ては定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は、次のとおりであります。 

 建 物  １０年～５０年 

 その他   ２年～２０年 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内におけ

る利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

（３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数

とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは

当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

５．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実

務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相

当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実

績率等に基づき引き当てております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能

見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てております。破綻

先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除した残額を引き当てております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施

しており、その査定結果により上記の引当を行っております。 

（２）賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間期

に帰属する額を計上しております。 

（３）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に



基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理

計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務   その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（８年）による定額法により

費用処理 

数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（８年）による定額法により按

分した額を、それぞれ発生の翌期から損益処理 

（４）役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額

のうち、当中間期末までに発生していると認められる額を計上しております。 

（５）睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備え

るため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。 

（６）偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に伴う負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払

見積額を計上しております。 

６．外貨建て資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

７．リース取引の処理方法 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年４月１日前に開始する事業年度

に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

８．ヘッジ会計の方法 

為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引

等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号）に規

定する繰延ヘッジによっております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替ス

ワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジショ

ン相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

９．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号平成 19 年３月 30 日）及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号同前）が平成 20 年４月１日以後開始する事業年度から適用

されることになったことに伴い、当中間期から同会計基準及び適用指針を適用しております。 

これにより、従来の方法に比べ、「有形固定資産」中のリース資産は９百万円、「その他負債」中のリース債務は

９百万円増加しております。また、営業経費、経常利益及び税引前中間純利益への影響は軽微であります。 

 

表示方法の変更 

（中間貸借対照表関係） 

「銀行法施行規則」（昭和 57 年大蔵省令第 10 号）別紙様式が「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内



閣府令第 44 号平成 20 年７月 11 日）により改正され、平成 20 年４月１日以後開始する事業年度から適用されるこ

とになったことに伴い、当中間期から「その他負債」中の「未払法人税等」、「リース債務」及び「その他の負債」

を内訳表示しております。 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式総額      ５３百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は３，７６２百万円、延滞債権額は１９，７４７百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は

利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除

く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項

第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること

を目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は該当ありません。 

なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は６，２８７百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及

び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は２９，７９７百万円で

あります。 

なお、上記２から５に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第 24 号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及

び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額

は１０，３６０百万円であります。 

７．ローン・パーティシペーションで、平成７年６月１日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第３号に基づ

いて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間貸借対照表計上額は、４，４４５

百万円であります。 

８．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

預け金                 ２百万円 

有価証券          １２，５０６百万円 

担保資産に対応する債務 

預金                ８０２百万円 

その他負債             ３０４百万円 

上記のほか、当座借越契約、金利スワップ契約及び内国為替決済等の取引の担保として、預け金５００百万円

及び有価証券１３，９５０百万円を差し入れております。 

子会社、子法人等の借入金等の担保は該当ありません。 

また、その他資産のうち保証金は１９７百万円であります。 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。



これらの契約に係る融資未実行残高は、６６，２３０百万円であります。このうち原契約期間が 1 年以内のもの

が４８，９３７百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の

変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額

の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証

券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に

応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

10．有形固定資産の減価償却累計額         ９，９４５百万円 

11．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証

債務の額は１，８２０百万円であります。 

12．１株当たりの純資産額３８２円３９銭 

13．銀行法施行規則第 19 条の２第１項第３号ロ(10)に規定する単体自己資本比率（国内基準）  ８．０２％ 

 

 

（中間損益計算書関係） 

１．「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額１，３０６百万円、株式等償却２２０百万円及び債権売却損２３百

万円を含んでおります。 

２．１株当たり中間純利益金額      ４円１１銭 

３．営業キャッシュ・フローの低下等により、投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、以下の資産について

帳簿価額を回収可能価額まで減額し当該減少額１７百万円を減損損失として計上しております。 

地 域 主な用途 種 類 減損損失 

長野県内 事業用店舗 3 か所 土地及び建物 17 百万円 

   (うち土地   7 百万円) 

   (うち建物  10 百万円) 

長野県外 事業用店舗 1 か所 建物及び動産 0 百万円 

   (うち建物   0 百万円) 

   (うち動産   0 百万円) 

合計   17 百万円 

   (うち土地   7 百万円) 

   (うち建物  10 百万円) 

   (うち動産   0 百万円) 

事業用店舗については、個別に継続的な収支の把握を行っていることから原則として支店単位（ただし、同一

建物内で複数店舗が営業している場合は、一体とみなす。）でグルーピングを行っております。 

なお、当中間期の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であります。正味売却価額は、主と

して不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。 

 

 



 

（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成 20 年９月 30 日現在） 

 
中間貸借対照表 

計上額（百万円） 

時 価 

（百万円） 

差 額 

（百万円） 

国 債 ５，５８８ ５，６１１ ２２ 

地 方 債 ２，０６６ ２，０７１ ４ 

そ の 他 １０，０００ ９，２８２ △ ７１７ 

合 計 １７，６５５ １６，９６５ △ ６９０ 

（注）時価は、当中間期末における市場価格等に基づいております。 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成 20 年９月 30 日現在） 

 
取得原価 

（百万円） 

中間貸借対照表 

計上額（百万円） 

評価差額 

（百万円） 

株 式 ４，４６８ ４，６４２ １７３ 

債 券 １５９，４４９ １５７，８９１ △ １，５５７ 

国 債 ６９，６０２ ６８，２５０ △ １，３５１ 

地 方 債 ９，３２５ ９，３３９ １４ 

社 債 ８０，５２１ ８０，３０１ △ ２２０ 

そ  の  他 ３０，１２５ ２７，１２５ △ ２，９９９ 

合 計 １９４，０４３ １８９，６６０ △ ４，３８３ 

（注）１ 中間貸借対照表計上額は、当中間期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであ

ります。 

２ その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落して

おり、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって中

間貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間期の損失として処理（以下「減損処理」という。）

しております。 

当中間期における減損処理額は、２２０百万円（うち時価のある株式５２百万円、時価のない株式

１６８百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、①時価が取得原価に対して 50％程度以

上下落している場合、②時価が取得原価に対して 30％以上 50％未満下落しており、中間決算日前３ヶ

月間において時価が一度も取得原価に達していない場合等であります。 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額（平成 20 年９月 30 日現在） 

 金額（百万円） 

満期保有目的の債券  

  社債（私募債） ２,５１０ 

子会社・子法人等株式  

  子会社・子法人等株式 ５３ 

その他有価証券  

  非上場株式 １,６１３ 

  その他の証券 ２４ 

 



 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

繰延税金資産 

貸倒引当金          ４，８２９百万円 

退職給付引当金          ６１８ 

減価償却費            ２０３ 

有価証券評価損          ７１３ 

その他有価証券評価差額金   １，７８８ 

繰越欠損金            ９５４ 

その他              ５４１ 

繰延税金資産小計        ９，６４９ 

評価性引当額         △２，１６２ 

繰延税金資産合計        ７，４８６ 

繰延税金負債 

繰延ヘッジ損益          △１０ 

繰延税金負債合計          △１０ 

繰延税金資産の純額       ７，４７６百万円 

 



第 ５０ 期 中 間 決 算 公 告 
平成２０年１２月２６日 

長野県松本市渚２丁目９番３８号 

株式会社 長野銀行
取締役頭取 田中 誠二 

 

中間連結貸借対照表（平成２０年９月３０日現在） 
（単位：百万円） 

科    目 金    額 科    目 金    額 

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

現 金 預 け 金 １４,２９７ 預 金 ８３７,６３２ 

コールローン及び買入手形 ３３,４９２ 借 用 金 ８,３２６ 

商 品 有 価 証 券 １１ 外 国 為 替 ０ 

有 価 証 券 ２１１,４６７ そ の 他 負 債 ６,５０２ 

貸 出 金 ６０７,３１７ 賞 与 引 当 金 ４８２ 

外 国 為 替 ３１３ 退 職 給 付 引 当 金 １,５４１ 

リース債権及びリース投資資産 １５,３１０ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ２０３ 

そ の 他 資 産 ５,１００ 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 ４３ 

有 形 固 定 資 産 １１,０００ 偶 発 損 失 引 当 金 ８５ 

無 形 固 定 資 産 １,５０３ 支 払 承 諾 ３,３３８ 

繰 延 税 金 資 産 ７,８９４ 負 債 の 部 合 計 ８５８,１５６ 

支 払 承 諾 見 返 ３,３３８ （純資産の部）  

貸 倒 引 当 金 △ １５,５３７ 資 本 金 １３,０００ 

  資 本 剰 余 金 ９,６６３ 

  利 益 剰 余 金 １６,０８６ 

  自 己 株 式 △ ７８６ 

  株 主 資 本 合 計 ３７,９６４ 

  その他有価証券評価差額金 △ ２,７６１ 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 １５ 

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △ ２,７４５ 

  少 数 株 主 持 分 ２,１３６ 

  純 資 産 の 部 合 計 ３７,３５４ 

資 産 の 部 合 計 ８９５,５１１ 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 ８９５,５１１ 

 



 

 
平成２０年 ４月 １日から

中間連結損益計算書(
平成２０年 ９月３０日まで

) 
  

（単位：百万円） 

科        目 金          額 

経 常 収 益    １４,３４９  

資 金 運 用 収 益  ９,１５５    

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） （ ７,６５６ ）    

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） （ １,３１６ ）    

役 務 取 引 等 収 益  ９４２    

そ の 他 業 務 収 益  ３,８５３    

そ の 他 経 常 収 益  ３９７    

経 常 費 用    １３,７３６  

 資 金 調 達 費 用  １,８７８    

（ う ち 預 金 利 息 ） （ １,６１０ ）    

役 務 取 引 等 費 用  ６２１    

 そ の 他 業 務 費 用  ３,１２９    

 営 業 経 費  ６,１１６    

 そ の 他 経 常 費 用  １,９９０    

経 常 利 益    ６１２  

特 別 利 益    ２９３  

償 却 債 権 取 立 益  １    

リース会計基準の適用に伴う影響額  ２７１    

そ の 他 の 特 別 利 益  ２０    

特 別 損 失    ２４  

固 定 資 産 処 分 損  ７    

減 損 損 失  １７    

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益    ８８１  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税    ９７  

法 人 税 等 調 整 額    ２８７  

少 数 株 主 利 益    ９６  

中 間 純 利 益    ３９９  
 



記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

中間連結財務諸表の作成方針 

１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結される子会社及び子法人等    ５社 

株式会社長野スタッフサービス 

株式会社長野ビーエス 

長野カード株式会社 

株式会社ながぎんリース 

ながぎん機販株式会社 

（２）非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

該当ありません。 

３．連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 

９月末日   ５社 

 

会計処理基準に関する事項 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券の

うち時価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、

時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）

については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。また、主な耐用

年数は次のとおりであります。 

  建 物  １０年～５０年 

  その他   ２年～２０年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法

により償却しております。 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに

連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

（３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、

リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証

の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

５．貸倒引当金の計上基準 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとお



り計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務

指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当す

る債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等

に基づき引き当てております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及

び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てております。破綻先債権及び

実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額

を控除した残額を引き当てております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施し

ており、その査定結果により上記の引当を行っております。 

６．賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結

会計期間に帰属する額を計上しております。 

７．退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、過去

勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務   その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（８年）による定額法により費用

処理 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（８年）による定額

法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

８．役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額の

うち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。 

９．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備える

ため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。 

10．偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に伴う負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見

積額を計上しております。 

11．外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

12．リース取引の処理方法 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始

日が平成 20 年４月１日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理

によっております。 

13．収益及び費用の計上基準 

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

14．重要なヘッジ会計の方法 

為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨

建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25

号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の

為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債

権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を



評価しております。 

なお、当行の一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

15．消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号平成 19 年３月 30 日）及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号同前）が平成 20 年４月１日以後開始する連結会計年度から

適用されることになったことに伴い、当中間連結会計期間から同会計基準及び適用指針を適用しております。 

（借主側） 

上記会計基準等の適用に伴い、従来の方法に比べ、経常利益及び税金等調整前中間純利益に与える影響は軽微

であります。 

（貸主側） 

１．中間連結損益計算書関係 

上記会計基準等の適用に伴い、従来の方法に比べ、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ４百万円

（下記特別利益計上による影響額を除く。）増加しております。 

なお、リース取引開始日が平成 20 年４月１日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・

リース取引等については、上記会計基準等に定める方法による会計処理に変更しており、この変更による影響額

２７１百万円は、特別利益として計上しております。 

２．中間連結貸借対照表関係 

リース業務における所有権移転外ファイナンス･リース取引に係る貸与資産は「有形固定資産｣及び「無形固定

資産」に含めておりましたが、「リース債権及びリース投資資産」として表示しております。また、リース業務に

おける割賦債権は「その他資産」に含めておりましたが、「リース債権及びリース投資資産」として表示しており

ます。 

 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

１．貸出金のうち、破綻先債権額は３,９７３百万円、延滞債権額は２０,１６９百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は

利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除

く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項

第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること

を目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

２．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は該当ありません。 

なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は６,２８７百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及

び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

４．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は３０,４３０百万円であ

ります。 

なお、上記１から４に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 



５．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第 24 号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及

び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額

は１０,３６０百万円であります。 

６．ローン・パーティシペーションで、平成７年６月１日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第３号に基づ

いて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間連結貸借対照表計上額は、４,４４

５百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

預け金                  ２百万円 

有価証券            １２,５０６百万円 

リース債権及びリース投資資産   ９,１３３百万円 

担保資産に対応する債務 

預金                 ８０２百万円 

借用金              ７,９５６百万円 

その他負債              ３０４百万円 

上記のほか、当座借越契約、金利スワップ契約及び内国為替決済等の取引の担保として、預け金５００百万円

及び有価証券１３,９５０百万円を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は２０５百万円であります。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。

これらの契約に係る融資未実行残高は、８０,０９５百万円であります。このうち原契約期間が 1 年以内のものが

４８,２３７百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。

これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結さ

れる子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項

が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後

も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信

保全上の措置等を講じております。 

９．有形固定資産の減価償却累計額     １０,４２３百万円 

10．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の

額は１,８２０百万円であります。 

11．１株当たりの純資産額 ３９１円４銭 

12．銀行法施行規則第 17 条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準）  ８．４２％ 



（中間連結損益計算書関係） 

１．「その他経常費用」には、貸出金償却８百万円、貸倒引当金繰入額１,５６８百万円、株式等償却２３０百万円

及び債権売却損２３百万円を含んでおります。 

２．１株当たりの中間純利益金額 ４円４３銭 

３．営業キャッシュ・フローの低下等により、投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、以下の資産について

帳簿価額を回収可能価額まで減額し当該減少額１７百万円を減損損失として計上しております。 

地 域 主な用途 種 類 減損損失 

長野県内 事業用店舗 3 か所 土地及び建物 17 百万円  

   （うち土地   7 百万円) 

   （うち建物  10 百万円) 

長野県外 事業用店舗 1 か所 建物及び動産 0 百万円  

   （うち建物    0 百万円) 

   （うち動産    0 百万円) 

合計   17 百万円  

   (うち土地   7 百万円) 

   (うち建物  10 百万円) 

   (うち動産   0 百万円) 

事業用店舗については、個別に継続的な収支の把握を行っていることから原則として支店単位（ただし、同一

建物内で複数店舗が営業している場合は、一体とみなす。）でグルーピングを行っております。また、連結される

子会社及び子法人等については、主として各社を１つの資産グループとしております。 

なお、当中間連結会計期間の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であります。正味売却価

額は、主として不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。 

 

（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成 20 年９月 30 日現在） 

 
中間連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

時  価 

（百万円） 

差  額 

（百万円） 

国 債 ５,５８８ ５,６１１ ２２ 

地 方 債 ２,０６６ ２,０７１ ４ 

そ の 他 １０,０００ ９,２８２ △ ７１７ 

合 計 １７,６５５ １６,９６５ △ ６９０ 

（注） 時価は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成 20 年９月 30 日現在） 

 
取得原価 

（百万円） 

中間連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

評価差額 

（百万円） 

株 式 ４,４６８ ４,６４２ １７３ 

債 券 １５９,４４９ １５７,８９１ △ １,５５７ 

国 債 ６９,６０２ ６８,２５０ △ １,３５１ 

地 方 債 ９,３２５ ９,３３９ １４ 

社 債 ８０,５２１ ８０,３０１ △ ２２０ 

そ  の  他 ３０,１２５ ２７,１２５ △ ２,９９９ 

合 計 １９４,０４３ １８９,６６０ △ ４,３８３ 

（注）１ 中間連結貸借対照表計上額は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により

計上したものであります。 

２ その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落し

ており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもっ

て中間連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理（以

下「減損処理」という。）しております。当中間連結会計期間における減損処理額は、２３０百万円

（うち時価のある株式５２百万円、時価のない株式１７７百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、①時価が取得原価に対して 50％程度

以上下落している場合、②時価が取得原価に対して 30％以上 50％未満下落しており、中間連結会計

期間末日前３ヶ月間において時価が一度も取得原価に達していない場合等であります。 



 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額（平成 20 年９月 30 日現在） 

 金額（百万円） 

満期保有目的の債券  

  社債（私募債） ２,５１０ 

その他有価証券  

  非上場株式 １,６１７ 

  その他の証券 ２４ 

 


